
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき、地域的な共同活動を円滑に行うため

の地縁による団体として、次のとおり認可したので、同条第１０項の規定により告示しま

す。 

  令和８年４月１日 

京都市長 松井 孝治   

１ 団体の名称 

  上川町内会 

２ 規約に定める目的 

会は、地域住民の親睦と交流を図り、地域社会の発展と活性化を図ることを目的とし

て、次の活動を行う。 

（１） 諸会議の開催に関すること（総会、常会、組長会、役員会、建設委員会等）  

（２） 所有する財産の維持管理及び運営に関すること 

  （３） 行政機関等への要望に関すること 

  （４） その他、会の目的達成に関すること（町内会活動、地域内除雪、熊野神社、

自治会、上弓削財産区など） 

３ 区 域 

京都市右京区京北上弓削町 百合の鼻、下石浦、上石浦、米津、森口、下市の台、上

市の台、堂ヶ谷、櫻木、白ヶ谷、鵜子、千谷口、舟までの区域 

４ 主たる事務所 

  京都市右京区京北上弓削町下市ノ台７番地１ 上川集落センター 

５ 代表者の氏名及び住所 

米津 歩 

京都市右京区京北上弓削町白ヶ谷１０－１番地 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 

８ 認可年月日 

  令和８年３月２６日 

（文化市民局地域自治推進室） 
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